
平
成
三
十
年
十
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

五

号

政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
暮
ら
し
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
暮
ら
し
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
三
十
年
十
月
十
二
日
に
、
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
（
以
下
、
本
件
閣
僚

会
議
と
い
う
。
）
を
開
催
し
、
外
国
人
材
の
受
入
れ
を
進
め
る
た
め
の
、
「
『
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
』
及
び
『
法
務

省
設
置
法
』
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
骨
子
に
つ
い
て
（
以
下
、
「
骨
子
」
と
い
う
。
）
、
を
議
論
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

西
ド
イ
ツ
が
以
前
、
不
況
に
な
り
、
東
ド
イ
ツ
か
ら
の
外
国
人
労
働
者
を
東
ド
イ
ツ
に
返
そ
う
と
し
た
が
、
返
ら
ず
、
暴

動
な
ど
が
発
生
し
ま
し
た
。
日
本
が
不
況
に
な
り
、
特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
解
雇
さ
れ
た
場

合
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
強
制
的
に
帰
国
に
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
い
つ
ま
で
日
本
に
在
留
で
き
、
そ
の
間
、
失
業
保
険
は

受
給
で
き
ま
す
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
間
、
病
気
や
怪
我
を
す
れ
ば
、
保
険
診
療
お
よ
び
生
活
保
護
は
受
け
ら
れ
ま
す
か
。

二

特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
不
況
で
解
雇
さ
れ
て
失
業
し
、
失
業
保
険
の
給
付
期
間
も
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
も
の
の
、
在
留
期
間
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
場
合
、
当
該
労
働
者
は
ど
の
よ
う
に
生
計
を
立
て
れ
ば
良
い
の
で
す
か
。

三

失
業
し
た
特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
生
活
保
護
を
受
給
で
き
な
い
場
合
、
当
該
外
国
人
に
健
康

で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
は
保
障
さ
れ
な
い
の
で
す
か
。

一



四

技
能
実
習
二
号
を
修
了
（
技
能
実
習
二
号
の
七
十
七
職
種
百
三
十
九
作
業
の
い
ず
れ
か
を
修
了
し
た
人
）
し
た
す
べ
て
の

人
は
、
望
め
ば
特
定
技
能
一
号
に
移
行
で
き
ま
す
か
。

五

特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
の
在
留
期
間
の
上
限
は
五
年
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
を
更
新
で
き
る
よ
う
に
す
る
に

は
、
さ
ら
に
法
改
正
を
し
な
け
れ
ば
不
可
能
で
す
か
。

六

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
が
行
わ
れ
た
後
、
五
年
後
に
は
、
雇
用
者
か
ら
特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
の

在
留
期
間
の
延
長
や
更
新
制
度
の
導
入
が
強
く
求
め
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
在
留
期
間
の
五
年
以
上
の
延
長
や
更
新
制

度
の
導
入
は
あ
り
得
な
い
の
か
。

七

特
定
技
能
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
、
在
留
資
格
を
更
新
せ
ず
に
在
留
で
き
る
期
間
は
何
年
で
す
か
。

八

特
定
技
能
一
号
な
い
し
二
号
の
外
国
人
労
働
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
最
高
何
回
、
何
年
、
そ
の
在
留
資
格
を
更
新
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
か
。
特
に
、
特
定
技
能
二
号
の
外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
、
更
新
の
上
限
は
あ
り
ま
す
か
。

九

特
定
技
能
一
号
な
い
し
二
号
の
外
国
人
労
働
者
の
、
在
留
資
格
が
更
新
さ
れ
な
い
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
す
か
。
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
更
新
の
判
断
基
準
を
示
し
て
下
さ
い
。

十

特
定
技
能
二
号
の
外
国
人
労
働
者
は
、
望
め
ば
全
員
が
永
住
を
許
可
さ
れ
ま
す
か
。
永
住
が
許
可
さ
れ
な
い
の
は
ど
の
よ

二



う
な
場
合
で
す
か
。
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
日
本
に
永
住
で
き
ま
す
か
。

十
一

特
定
技
能
二
号
の
外
国
人
労
働
者
は
、
望
め
ば
全
員
が
家
族
帯
同
を
許
可
さ
れ
ま
す
か
。
家
族
帯
同
が
許
可
さ
れ
な
い

の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
す
か
。

十
二

特
定
技
能
二
号
の
外
国
人
労
働
者
の
家
族
帯
同
が
許
可
さ
れ
る
家
族
は
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
す
か
。
当
該
外
国
人
労
働

者
の
、
配
偶
者
、
親
、
子
ど
も
、
お
じ
、
お
ば
、
孫
は
、
そ
れ
ぞ
れ
帯
同
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

十
三

特
定
技
能
一
号
な
い
し
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
日
本
人
と
結
婚
し
た
ら
、
日
本
国
籍
を
取
得
で
き
ま
す
か
。
そ
の
場

合
、
離
婚
し
て
失
業
し
た
ら
、
当
該
外
国
人
労
働
者
は
、
生
活
保
護
や
失
業
保
険
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
。

十
四

特
定
技
能
二
号
で
十
五
年
働
い
た
外
国
人
が
帰
国
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
、
日
本
で
十
五
年
前
に
生
ま
れ
、
ほ
と
ん
ど
日

本
し
か
知
ら
な
い
当
該
外
国
人
労
働
者
の
子
ど
も
も
、
強
制
的
に
帰
国
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
。

十
五

外
国
人
労
働
者
同
士
の
夫
婦
が
、
日
本
で
子
ど
も
を
出
産
し
た
場
合
、
国
籍
は
ど
こ
に
な
り
ま
す
か
。

十
六

特
定
技
能
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
、
出
身
国
か
ら
子
ど
も
を
呼
び
寄
せ
、
近
所
の
小
学
校
や
中
学
校
に
通
わ
せ
る
場

合
、
日
本
語
が
わ
か
ら
な
く
て
も
普
通
学
校
に
通
え
ま
す
か
。
補
助
教
員
は
つ
け
ら
れ
ま
す
か
。

十
七

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
が
行
わ
れ
れ
ば
、
外
国
人
労
働
者
か
ら
の
労
働
相
談
が
今
後
、
急
増
す
る
と
か
ん

三



が
え
ら
れ
ま
す
が
、
労
働
基
準
監
督
署
な
ど
で
、
外
国
語
が
話
せ
る
外
国
人
担
当
者
を
ど
れ
だ
け
増
や
し
ま
す
か
。

十
八

特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
は
、
ど
の
よ
う
な
罪
を
犯
し
た
ら
国
外
退
去
に
な
り
ま
す
か
。
罪
を

犯
し
て
国
外
退
去
に
な
っ
た
外
国
人
労
働
者
は
、
再
び
日
本
に
外
国
人
労
働
者
と
し
て
戻
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

四


